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賦 十 七 徴
課 号 月 収

２ （
又 福 経 は
は 祉 介 過 、
在 事 護 措 平
宅 業 福 置 成
福 等 祉 ） 十
祉 に 士 八
事 お 修 年
業 い 学 四

１ （
施 第

こ 行 八 全
の 期 附 条 部
条 日 第 又
例 等 則 二 は
は ） 項 一
、 及 部
公 び

三 改
項 め
中 、

同「
第 項
二 第
条 二
第 号
十 中
項 「
」 営
を 業

項 額 二 中 課
中 が 項 徴「

一 」 左 収「
営 万 に の 条
業 円 改 」 例
」 以 め を （
を 下 、 昭「

で 同 次 和「
事 あ 項 の 二
業 る を 」 十
」 も 同 に 五
に の 条 改 年

徴 十 条
収 一 例
条 日 の
例 一
の 部
一 を
部 改
を 正
改 す
正 る
す 条
る 例

等 て 資 月
に 介 金 一
お 護 の 日
い 福 貸 か
て 祉 付 ら
介 士 け 適
護 と を 用
福 し 受 す
祉 て け る
士 同 た 。
と 号 者
し に が

布 第
の 三
日 項
か を
ら 削
施 る
行 。
し
、
改
正
後

」「
第 を
二 「
条 事
第 業
十 」
四 に
項 改
」 め
に る
改 。

改 に 第 め 山
め つ 三 、 口
、 い 項 同 県
同 て と 条 条
条 は し 第 例
第 、 、 三 第
二 前 同 項 三
項 項 条 中 十
第 に 第 九「
一 規 一 第 号
号 定 項 一 ）

条 を
例 こ

こ
に
公
布
す
る
。

て 規 改
同 定 正
号 す 前
に る の
規 介 貸
定 護 付
す 等 金
る の の
介 業 返
護 務 還
等 に 債

の
貸
付
金
の
返
還
債
務
の
免

め
る
。

中 す の 項 の
る 次 」 一「

営 前 に の 部
業 期 次 下 を
を に の に 次
」 お 一 の「
を い 項 及 よ

て を び う「
事 、 加 第 に
業 そ え 二 改
を の る 項 正

の 従 務
業 事 の
務 し 免
に た 除
従 期 に
事 間 関
し は す
た 、 る
期 改 条
間 正 例
と 後 第

除
に
関
す
る
条
例
（
以
下

」 全 。 」 す
に 額 を る
改 を 加 。
め 徴 え
、 収 、
同 す 同
号 る 項
ニ 。 を
中 同

条「
営 第

山
口
県
知
事

二

み の 二
な 条 条
す 例 第
。 第 一

二 号
条 に
第 規
一 定
号 す
に る
規 社

「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。

五

業 四
開 項
始 と
年 し
月 、
日 同
」 条
を 第

二「
事 項

井

関

成

定 会
す 福
る 祉
社 施
会 設
福 等
祉 又
施 は
設 在
等 宅

）
第
二
条
第
一
号
の
規
定
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る
べ
き
も
の
に
あ

３
十 三 に（ 「
一 第 条 つ 条 県
日 五 の い 約 民
ま 項 二 て 適 税
で 第 の は 用 の
に 一 二 、 配 所
支 号 第 第 当 得

三 二
一 条 適
項 附 の 第 用
の 則 四 二 利
規 第 の 十 子
定 十 三 八 等
に 七 第 条 の

２
一 が 第 一 の

前 同 三 号 二
第 項 条 条 の 第
二 の 第 の 規 四
十 規 三 二 定 項
六 定 項 の に に
条 の の 二 よ 規

第 （
は る 十 条 附
、 法 七 約 則
第 律 条 適 第
二 の 用 十（
十 昭 四 利 七
五 和 の 子 条
条 四 三 等 の

つ
て
は
、
三
分
の
一
）
を
乗
じ

払 の 六 二 等 割
を 規 項 十 」 の
受 定 に 五 と 納
け に 規 条 い 税
る よ 定 第 う 義
べ り す 一 。 務
き 読 る 項 ） 者
も み 条 及 に が
の 替 約 び つ 支
に え 適 第 い 払
あ ら 用 二 て を
つ れ 配 項 は

よ 条 一 及 額
る の 項 び 」
県 五 の 附 と
民 第 規 則 す
税 二 定 第 る
の 項 に 五 。
所 の よ 条
得 規 る 第
割 定 県 一
の の 民 項
額 適 税 の
」 用 の 規

の 適 規 第 り 定
規 用 定 一 読 す
定 が の 項 み る
の あ 適 の 替 条
適 る 用 限 え 約
用 場 を 度 ら 適
に 合 受 税 れ 用
つ に け 率 た 利
い は る 第 子（
て 、 場 第 二 等
は 次 合 三 十 の
、 に に 項 六 額

第 十 及 四
一 四 県 び の
項 年 民 条 二
及 法 税 約 の
び 律 の 適 次
第 第 所 用 に
二 四 得 配 次
項 十 割 当 の
並 六 の 等 一
び 号 納 に 条
に 。 税 係 を
第 以 義 る 加

て
得
た
率
（
当
該
納
税
義
務

受
て た 当 並 、 け
は 第 等 び 第 る
、 二 の に 二 べ
百 十 額 第 十 き
分 六 二 五 租（
の 条 以 十 条 税三 の 下 七 第 条） 規 こ 条 三 約の 定 の の 項 実税 の 項 規 及 施率 適 に 定 び

と に 所 定
す つ 得 の
る い 割 適
。 て の 用

は 額 に
、 」 つ
同 と い
項 す て
中 る は

。 、「
除 こ

同 定 は に 条 （
条 め 、 お の 以
中 る 百 い 規 下

と 分 て 定 こ「
総 こ の の の「
所 ろ 二 限 適 項
得 に の 度 用 に
金 よ 税 税 が お
額 る 率 率 あ い
」 。 ） 」 る て
と を と 場

二 下 務 県 え
十 者 民 る「
七 租 が 税 。
条 税 支 の
の 条 払 課
規 約 を 税
定 実 受 の
に 施 け 特
か 特 る 例
か 例 べ ）
わ 法 き

者
が
租
税
条
約
実
施
特
例
法

特か 用 お に 第 例ら が い か 四 法限 あ て か 項 第度 る わ の「 三税 場 条 ら 規 条率 合 約 ず 定 のを に 適 、 は 二控 は 用 他 、
の除 、 配 の 適
二し そ 当 所 用
第て の 等 得 し

く れ
。 ら
） の
の 規
額 定
」 中
と 「
あ 所
る 得
の 割
は の

「
あ 乗 い 合 条
る じ う に 約
の て 。 は 適
は 計 ） 、 用
、 算 を そ 利

し 控 の 子「
総 た 除 適 等
所 金 し 用 の
得 額 て 後 額
金 に 得 の 」
額 相 た 金 と

ら 」 租
ず と 税
、 い 条
他 う 約
の 。 の
所 ） 実
得 第 施
と 三 に
区 条 伴
分 の う
し 二 所

第
三
条
の
二
の
二
第
三
項
の

六得 適 の と な
項た 用 額 区 い
に率 後 」 分 。
規に の と し こ
定百 金 い 、 の
す分 額 う そ 場
るの ） 。 の 合
条三 に ） 前 に
約十 百 に 年 お
適二 分 対 中 い
用の し の て

、 額
」「

除 と
く あ
。 る
） の
の は
額 、
及 「
び 所
附 得

、 当 率 額 い
附 す に ） う
則 る 五 に 。
第 県 分 百 ）
十 民 の 分 に
七 税 二 の 対
条 の を 五 し
の 所 乗 の 、
四 得 じ 税 条
の 割 て 率 約
三 を 得 か 適

、 の 得
そ 二 税
の 第 法
前 四 、
年 項 法
中 に 人
の 規 税
租 定 法
税 す 及
条 る び
約 条 地

規
定
の
適
用
を
受
け
る
場

（
配同 五 、 租 、
当日 条 税 当（
等ま 平 約 条 該

で 成 適 約 条 （
次に 二 用 実 約
項支 十 配 施 適
に払 年 当 特 用
おを 三 等 例 配
い受 月 の 法 当

け 三 額 第 等 て

則 割
第 の
十 額
七 及
条 び
の 附
四 則
の 第
三 十
第 七

第 課 た ら 用
一 す 率 租 利
項 る 税 子（
に 。 当 条 等
規 該 約 の
定 納 実 額
す 税 施 （
る 義 特 次
条 務 例 項
約 者 法 第

実 約 方
施 適 税
特 用 法
例 利 の
法 子 特
第 等 例
三 に 等
条 つ に
の い 関
二 て す

六
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課 法
さ 律
れ （
た 昭
と 和
き 四
、 十

る の 書 書 等
所 申 を （ （
得 告 含 そ 以
の 書 む の 下
金 に 。 提 「
額 そ ） 出 条
の れ に 期 約

６
の 三
規 租 三 と の
定 税 項 附 す 四
の 条 の 則 る の
適 約 規 第 。 三
用 実 定 十 第
に 施 に 七 三

５
二 一 と

適 第 市
第 用 第 三 町
二 配 二 項 長
十 当 十 後 が
八 等 六 段 認
条 の 条 の め

４
む の 割 合
。 提 前 を に
） 出 項 課 は
に 期 の す 、
前 限 規 る 百
項 後 定 。 分
の に は の

又 四
は 年
第 法
二 律
十 第
五 四
条 十
第 六
六 号
項 ）
」 第
と 三

計 ら こ 限 適
算 の の 後 用
の 記 条 に 配
基 載 の お 当
礎 が 規 い 等
と な 定 て 」
な い の 県 と
つ こ 適 民 い
た と 用 税 う
条 に を の 。
約 つ 受 納 ）
適 い け 税 に

つ 特 よ 条 項
い 例 る の の
て 法 県 五 規
は 第 民 第 定
、 三 税 二 に
同 条 の 項 よ
条 の 所 の る
中 二 得 規 県

の 割 定 民「
又 二 の の 税
は 第 額 適 の
第 一 」 用 所

及 額 の 規 る
び 」 規 定 と
附 と 定 の き
則 す の 適 を
第 る 適 用 含
五 。 用 が む
条 に あ 。
第 つ る ）
一 い 場 に
項 て 合 限
の は に り
規 、 は 、

規 お 、 一
定 い 条 ・
の て 約 六
適 県 適 （
用 民 用 同
を 税 配 日
受 の 当 ま
け 納 等 で
よ 税 に に
う 通 係 支
と 知 る 払
す 書 所 を

す 条
る の
。 二

の
二
第
一
項
の
規
定

用 て よ 通 係
配 や う 知 る
当 む と 書 所
等 を す が 得
の 得 る 送 が
額 な 旨 達 生
に い 及 さ じ
つ 理 び れ た
い 由 当 る 年
て が 該 時 の
租 あ 条 ま 翌

二 項 と に 得
十 の す つ 割
五 規 る い の
条 定 。 て 額
第 の は 」
六 適 、 と
項 用 同 、
」 が 項 第
と あ 中 二
あ る 十「
る 場 除 八

定 同 、 適
の 条 次 用
適 中 に す
用 定 る「
に 総 め 。
つ 所 る
い 得 と
て 金 こ
は 額 ろ
、 」 に
こ と よ

る が 得 受
旨 送 が け
の 達 生 る
記 さ じ べ
載 れ た き
が る 年 も
あ 時 の の
る ま 翌 に
と で 年 あ
き に の つ

提 四 て
及
び
第
三
十
九
条
の
九
か
ら

税 る 約 で 年
条 と 適 に の
約 市 用 提 四
の 町 配 出 月
実 長 当 さ 一
施 が 等 れ 日
に 認 に た の
伴 め 係 も 属
う る る の す
所 場 所 及 る
得 合 得 び 年

の 合 く 条
は 。 中（
、 第 ） 「

三 の 第「
若 項 額 二
し 後 」 十
く 段 と 五
は の あ 条
附 規 る 第
則 定 の 四
第 の は 項

れ あ る
ら る 。
の の
規 は
定 、
中 「

総「
所 所
得 得
割 金
の 額

（
こ 出 月 は
れ さ 一 、
ら れ 日 百
の た の 分
申 も 属 の
告 の す 一
書 及 る ）
に び 年 の
そ そ 度 税
の の 分 率
記 時 の ）

第
三
十
九
条
の
十
三
ま
で
の

税 を の そ 度
法 含 明 の 分
、 む 細 時 の
法 。 に ま 第
人 ） 関 で 二
税 で す に 十
法 あ る 提 九
及 つ 事 出 条
び て 項 さ の
地 、 の れ 三
方 当 記 た 第

十 適 、 」
七 用 と「
条 が 除 あ
の あ く る
四 る 。 の
の 場 ） は
三 合 の 「
第 を 額 附
三 除 及 則
項 く び 第
に 。 附 十

額 、
」 附
と 則
あ 第
る 十
の 七
は 条

の「
所 四
得 の
割 三

載 ま 第 を
が で 二 乗
な に 十 じ
い 提 九 て
こ 出 条 計
と さ の 算
に れ 三 し
つ た 第 た
い 同 一 金
て 条 項 額
や 第 の に

規
定
に
よ
り
配

七 当
割
額
を

税 該 載 同 一
法 条 が 条 項
の 約 あ 第 の
特 適 る 二 規
例 用 場 項 定
等 配 合 の に
に 当 確 よ（
関 等 こ 定 る
す に れ 申 申
る 係 ら 告 告

規 ） 則 七
定 に 第 条
す お 十 の
る け 七 四
条 る 条 の
約 第 の 三
適 二 四 第
用 十 の 四
配 八 三 項
当 条 第 」

の 第
額 三
及 項
び に
附 規
則 定
第 す
十 る
七 条
条 約

む 二 規 相
を 項 定 当
得 の に す
な 確 よ る
い 定 る 県
理 申 申 民
由 告 告 税
が 書 書 の
あ を 所（
る 含 そ 得
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第
三
十
三
条
第
一

一 第 第
得 三 二 ロ
た 各 十 十 下
金 年 三 八 当 欄
額 度 条 条 該 に

に 第 中 納 掲
お 一 税 げ「

二
イ を ロ

下 当 下
五 回 該 当 欄
万 る 納 該 に
円 場 税 納 掲
に 合 義 税 げ

第 （
一 号 二 調

イ 計 に 十 整
課 当 定 七 控

五 税 該 め 条 除
万 所 納 る の ）
円 得 税 金 二
に 金 義 額

第
二

第 第 第 条
二 所 二 二
十 得 十 十 山
七 割 七 六 口
条 の 条 条 県
の 額 第 第 税
次 は 一 一 賦

項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号

い 項 百 義 る
て 第 分 務 金
賦 一 の 者 額
課 号 三 の を
決 を 十 合 合
定 次 二 計 算

の 」 課 し（
既 よ を 税 た
に う 所 金「
賦 に 五 得 額
課 改 分 金 を
し め の 額 加

、 に 務 義 る
当 は 者 務 金
該 、 の 者 額
納 五 合 の を
税 万 計 合 合
義 円 課 計 算
務 と 税 課 し
者 す 所 税 た
が る 得 所 金
法 。 金 得 額
第 ） 額 金 を
三 の が 額 加

、 額 務 を 所
当 」 者 控 得
該 と の 除 割
納 い 前 す の
税 う 条 る 納
義 。 第 。 税
務 ） 二 義
者 が 項 務
が 二 に 者
法 百 規 に
第 万 定 つ
三 円 す い

に 、 項 項 課
次 課 を 中 徴
の 税 次 収「
一 総 の 損 条
条 所 よ 害 例
を 得 う 保 の
加 金 に 険 一
え 額 改 料 部
る 、 め 控 を
。 課 る 除 次

税 。 額 の
退 」 よ

を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を

て る 二 か 算
い 。 」 ら し
た に 二 た
税 、 百 金
額 万 額「
を 前 円
変 条 を
更 」 控
す を 除
る し「
も 前 た

十 百 二 算
七 分 百 し
条 の 万 た
第 二 円 金
一 に を 額
号 相 超
イ 当 え
の す る
表 る 場
の 金 合
上 額

十 以 る て
七 下 課 は
条 で 税 、
第 あ 総 そ
一 る 所 の
号 場 得 者
イ 合 金 の
の 額 前
表 次 、 条
の に 課 の
上 掲 税 規

職 を う
所 に「
得 地 改
金 震 正
額 保 す
及 険 る
び 料 。
課 控
税 除
山 額
林 」

第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第

の 二 金
を 条 額
除 」
く に
。 改
） め
を る
さ 。
れ
た
個

欄 イ
に に
掲 掲
げ げ
る る
者 金
に 額
該 か
当 ら
す ロ
る に

欄 げ 退 定
に る 職 に
掲 金 所 よ
げ 額 得 る
る の 金 所
者 う 額 得
に ち 及 割
該 い び の
当 ず 課 額
す れ 税 か
る か 山 ら

所 に
得 改
金 め
額 る
の 。
合
計
額
に
、
百

四
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一

人
の
県
民
税
の
納
税
義
務
者

場 掲
合 げ
に る
お 金
い 額
て を
は 控
、 除
当 し
該 た
納 金

場 少 林 、
合 な 所 次
に い 得 の
お 金 金 各
い 額 額 号
て の の に
は 百 合 掲
、 分 計 げ
当 の 額 る
該 二 場（
納 に 以 合

分
の
四
を
乗
じ
て
得
た
金
額

号
を
加
え
る
。

の
数
を
三
千
円
に
乗
じ
て

税 額
義 （
務 当
者 該
に 金
係 額
る が
同 五
表 万
の 円

税 相 下 の
義 当 こ 区
務 す の 分
者 る 条 に
に 金 に 応
係 額 お じ
る い 、
同 て 当
表 該「
の 合 各

と
す
る
。

八



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

場
附 合
則 を
第 含
四 む
条 。
の ）
二 」

お 則 す
い 第 附 る 第
て 四 則 路 八
や 条 第 線 十
む 第 四 定 四
を 一 条 期 条
得 項 第 運 第
な 第 一 行 一

に 項 の「 「 「
改 百 百 表 百第
め 分 中 分分 一
、 の のの 号 「
同 一 百 七五 の
項 ・ 分 ・」 表
第 三 の 二に 中
二 」 五 」、 「

第 （
第 第 三 分 第
四 三 十 離 三
十 十 三 課 十
四 九 条 税 三
条 条 の に 条
第 の 四 係 の
一 十 る 四

の
」 第 五
を る 定三
加 金 に 第十
え 額 よ 二三
る り 十条
。 適 八第

用 条二
第 を
一 「
項 提
中 出

し「
附 た
則 場
第 合
四 」
条 に
の 改
二 め

い 二 項 の 項
事 号 中 用 第
情 」 に 三「
が に 附 供 号
あ 、 則 す イ
る 第 る「
と 附 四 も 中
認 則 条 の 「
め 第 第 を 一
る 四 四 い 般
場 条 項 う 乗
合 第 第 。 合

号 に ・ に百「
中 改 六 改百 分

め 」 め分 の「
百 、 を 、の 五
分 同 同八 ・ 「
の 条 百 項・ 六
七 第 分 第四 」
・ 四 の 二」 を
五 項 五 号を 「
」 第 」 の百「
を 一 に 表百 分

号 、 中

項 四 分 所 を
第 及 離 得 次
一 び 課 割 の
号 第 税 の よ
ハ 三 に 税 う
の 十 係 率 に
表 九 る ） 改
中 条 所 め

の 得 る「
百 二 割 。
分 十 の
の 中 税

さ の項
れ 規中
る 定「
同 に前
条 よ三
第 り月
二 控間
項 除に
の さお
規 れけ
定 るる
に べ

第 る
四 。
項
第
一
号
」
を
「
附
則

に 四 一 以 用
は 項 号 下 の
、 第 」 自 も
当 一 を 動 の
該 号 車 」「
申 」 附 税 の
告 を 則 に 下
書 第 つ に「
を 附 四 い 「
そ 則 条 て （
の 第 第 同 道

分 の「
百 ハ の 五 「 「
分 中 百 百七 」
の 分 分・ に「
六 百 の の三 、
・ 分 八 五」 「六 の ・ ・に 百」 八 四 六、 分に ・ 」 」の「改 六 を を百 七め 」 分 ・ 「 「
、 を 百 百

四 率「
・ 百 は
四 分 、
」 の 百
を 六 分

十 の「
百 八 四
分 」 と
の を す
三 る「
・ 五 。

事
よ き実
つ 額に
て で基 市 同づ 町 条き が の、 還 所」 付 得を し 割「 、 の規 又 額

第
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号

提 四 一 様 路
出 条 項 と 運
期 第 第 す 送
限 一 一 る 法
後 項 号 。 （
に 第 」 ） 昭
お 一 に 」 和
い 号 改 を 二
て 」 め 加 十
県 に 、 え 六
民 、 同 る 年

の 五同 分 分十 」「
項 百 の の一 を第 分 七 五」三 の ・ 」「

を 百号 七 三 に分中 ・ 」 、「
百 の二 に「 「分 六百 」 、 百の ・分 に 分「
九 六の 改 百 の
・ 」十 め 分 七

八 分
」 の
に 三
、 」

に「
百 改
分 め
の る
六 。
・
六

則 は かで 充 ら定 当 控め し 除る た す様 場 る式 合 こ
に に と
よ お が
る け で
」 る き

」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

税 条 。 法「
の そ 第 律
納 の 三 第
税 提 項 百
通 出 中 八
知 期 十「
書 限 附 三
が ま 則 号
送 で 第 ）
達 に 四 第
さ 提 条 五

六 に一 、 の ・
」 改」 同 十 五
に めを 号 一 」
改 、ニ 」 を「

同め百 中 を 「
、 項分 百「 「
同 第の 百 百 分
条 二九 分 分 の
第 号・ の の 六
三 の六 十 九 ・
項 表」 一 ・ 六

」
を
「
百
分
の
五
・
五
」
に

に 当 な
改 該 か
め 控 つ
、 除 た

す 金「
よ る 額
つ こ を
て と 法
」 が 第
の で 三
下 き 百

「
附
則
第
四
条

九 の
二
第
四

れ 出 第 条
る し 四 第
時 た 項 一
ま 場 第 項
で 合 二 第
に 号 三（
提 市 」 号
出 町 を に
し 長 規「
た に 附 定

中 中に 」 六 」
改 を 」 に「 「

百 百め に 改「
分 分る 百 改 め
の の。 分 め 、
一 五の 、 同
・ ・九 同 項
五 六・ 条 第
」 」六 第 三

」 を を 二 号

、
「
百
分
の
八
・
六
」
を

に な 十
か 四「

前 つ 条
三 た の
月 金 八
間 額 第
の に 三
期 相 項
間 当 の
分 す 規
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い
て
県
民
税
の
納

３ ２
項 第 所 お
の 第 一 前 得 い
規 一 項 項 割 て
定 項 」 の の 「
の の と 規 額 県
適 規 す 定 か 民
用 定 る の ら 税

第 （
年 措 五 個 附
ま 置 条 人 則
で 法 の の 第
の 第 四 県 五
各 四 民 条
年 十 平 税 の
で 一 成 の 三

第 第（
て 五 個 第 五 附
は 条 人 五 条 則
、 の の 条 の 第
同 二 県 の 二 五
号 の 民 二 条
中 二 税 の 削 の

の 次 除 二「

め 合 項「
前 附 る に 第
二 。 は 二則
条 、 号第
及 当 」五
び 該 を条
」 申第 「
に 告 附一

税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時

を は 。 適 控 の
受 、 用 除 住
け 県 が す 宅
よ 民 あ る 借
う 税 る 。 入
と の 場 金
す 所 合 等
る 得 に 特
旨 割 お 別
及 の け 税
び 納 る 額
県 税 第 控

あ 条 二 住 の
る 又 十 宅 見
場 は 年 借 出
合 第 度 入 し
に 四 か 金 中
限 十 ら 等 「
る 一 平 特 税
。 条 成 別 率
） の 二 税 等
に 二 十 額 」
お の 八 控 を
い 二 年 除

三 平 徴 に を
千 成 収 次 次
円 十 取 の の
」 九 扱 一 よ
と 年 費 条 う
あ 度 の を に
る 及 算 加 改
の び 定 え め
は 平 の る る
、 成 基 。 。

二 礎「
四 十 と

改 書 則項
め を 第中
る そ 四「
。 の 条第

提 の二
出 二十
期 第七
限 一条
後 項」
に 第の
お 二下
い 号ま

で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
を

民 義 二 除
税 務 十 額
の 者 八 」
住 が 条 と
宅 、 の い
借 当 規 う
入 該 定 。
金 年 の ）
等 度 適 を
特 の 用 、
別 初 に 当

「
て の 度 ） 税
は 規 ま 率
、 定 で 」
法 の の に
附 適 各 改
則 用 年 め
第 を 度 、
五 受 分 同
条 け の 条
の た 個 第
四 場 人 二

千 年 な
円 度 る
」 に 金
と お 額
す い の
る て 特
。 賦 例

課 ）
決
定
を

に
て 」「
県 に及
民 、び 税第 「
の そ二 納 の十 税 提七 通 出条 知 期の 書 限二 が ま含

む
。
）
を
、
法
附
則
第
五

税 日 つ 該
額 の い 納
控 属 て 税
除 す は 義
額 る 、 務
の 年 同 者
控 の 条 の
除 三 中 第
に 月 二「
関 十 前 十
す 五 二 七

第 合 の 項
一 県 を（
項 同 民 削
に 法 税 り
規 第 に 、
定 四 限 同
す 十 り 条
る 一 、 の
道 条 所 次
府 第 得 に
県 一 割 次

さ
れ
た
個
人
の
県
民
税
に
係

」 送 でを 達 に加 さ 提え れ 出、 る し
同 時 た
条 ま 場
第 で 合
二 に （
項 提 市
中 出 町

条
の
四
第
八
項
の
市
町
民
税

る 日 条 条
事 ま 」 及
項 で と び
を に あ 第
記 、 る 二
載 施 の 十
し 行 は 七
た 規 、 条
申 則 の「
告 で 前 二
書 定 二 の

民 項 の の
税 に 納 一
の 規 税 条
住 定 義 を
宅 す 務 加
借 る 者 え
入 居 が る
金 住 前 。
等 年 年
特 が 分
別 平 の

る
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一

し 長「
前 た に
条 場 お
」 合 い
」 を て
を 含 や

む む「
前 。 を
二 ） 得
条 」 な
」 を い

に
関
す
る
申
告
書
と
併
せ

め 条 規（
そ る 及 定
の と び を
提 こ 附 適
出 ろ 則 用
期 に 第 し
限 よ 五 た
後 り 条 場
に 、 の 合
お 同 四 の

税 成 所
額 十 得
控 一 税
除 年 に
額 か つ

ら き（
第 平 租
三 成 税
項 十 特
に 八 別

号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

」 事「
に 提 情
、 出 が

し あ「
前 た る
条 場 と
及 合 認
び 」 め
」 に る
を 改 場

一
〇



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

十
八
条
及
び
附
則
第

の 分
附 二 の 附 「
則 、 四 則 百
第 第 ・ 第 分
十 二 八 十 の
五 十 」 四 六
条 八 に 条 ・
第 条 改 第 六

第
一 七「
項 条

各 各 第
事 事 二 租
業 業 号 税
年 年 中 特
度 度 別「

２（
法 附 附 と
人 則 則 あ 前
の 第 第 る 項
事 七 六 の の
業 条 条 は 規
税 を の 、 定
の 次 二 の「

第 （
当 六 分 附 て
す 条 離 則 、
る 課 第 市
金 分 税 六 町
額 離 に 条 長
を 課 係 を に
控 税 る 次 提

五
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十

一 、 め 一 」
項 附 、 項 と
中 則 同 中 あ

第 項 る「 「
規 五 第 本 の
定 条 二 項 は
に 第 号 に 「
よ 一 中 」 百
り 項 を 分「
」 及 本 の「
の び 項 こ 六
下 附 」 の ・

の の 措
所 所 置各
得 得 法事
の の 第業
う う 六年
ち ち 十度
年 年 八の
十 四 条所
億 百 第得
円 万 一の
を 円 項う
超 を のち

税 の を 第 適
率 よ 削 三 用
の う り 十 が
特 に 、 三 あ
例 改 附 条 る
） め 則 の 場

る 第 四 合
。 六 並 に

条 び お
の に け
三 附 る
を 則 第

除 に 所 の 出
し 係 得 よ し
て る 割 う た
得 所 の に 場
た 得 額 改 合
金 割 の め （
額 の 特 る 同
と 額 例 。 条
す は 等 第
る 、 ） 五
。 当 項

分 の七
条
の
二
、
第
二
十
八
条
、

に 則 を 項 六
第 に「 「 （

読 五 こ 」 各
み 条 の に 事
替 の 項 改 業
え 四 」 め 年
て 第 に 、 度
」 一 改 同 の
を 項 め 項 所
加 」 、 第 得
え に 同 一 の

え 超 規年
る え 定四
金 年 に百
額 十 該万

億 当円
円 すを
以 る超
下 法え
の 人る
金 の金
額 同額

附 第 三
則 六 十
第 条 三
六 第 条
条 一 の
の 項 六
二 」 及
と と び
す す 第
る る 三
。 。 十

の 規
間 定
、 に
第 よ
三 り
十 税
三 務
条 署
の 長
三 を
及 経附

則
第
五
条
第
一
項
及
び
附

、 改 条 号 う
め 第 中 ち「

百 、 三 年「
分 同 項 規 十
の 項 第 定 億
一 第 二 に 円
・ 三 号 よ を
六 号 中 り 超
」 を 」 え「
を 削 第 の る

る 二 下 金

及 項及
び のび
清 規清
算 定算
所 に所
得 該得

当
す
る
各
事

三
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に

び 由
第 し
三 て
十 提
三 出
条 し
の た
四 場
の 合
規 を
定 含

則
第
五
条
の
四
第
一
項
」
に

「
百 。 十 に 額
分 八 に「
の 条 読 つ
二 及 み い
」 び 替 て
に 附 え は
改 則 て 、
め 第 」 百 」
、 五 を 分
同 条 加 の
条 第 え 七

業百 百 年分 分 度の の に七 六 係・ ・ る九 六 所百 得分と 割の、 に六 つ同

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

を む
適 。
用 ）
し に
て 限
計 り
算 、
し 適
た 用
金 す
額 る

改
め
、
同
項

一 第
一 三

号
を
削

第 一 、 ・
二 項 九「
項 」 百 ）
第 を 分 」
二 の と「
号 第 三 す
中 二 」 る

十 を 。「
第 七 「
二 条 百

・ い条 六 て第
は」四 、と項 第あ第 四る

二 十の
号 四は
イ 条
中 第

中
「
第
三
十
三
条
の
四
」

か 。
ら
そ
の
十
分
の
一
に
相
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務
者
が
特
定
株
式
等

業 別 別 第 （
所 措 措 一 証 附
得 置 置 項 券 則
の 法 法 及 取 第
金 第 第 び 引 十
額 三 三 附 法 七
、 十 十 則 条（
譲 七 二 第 昭 の

３
二 一

と の 第
あ 第 金 第 一
る 二 額 二 項
の 十 」 十 の
は 七 と 六 規
、 条 す 条 定

に え
、 て 附 附 附

」 則 則 イ 則「
百 を 第 第 第
分 加 十 十 九 十
の え 七 六 十 六
一 、 条 条 六 条
・ 第 第 万 第「

三 る
」 附 附 。
を 則 イ 則

第 第「
又 十 三 十
は 五 十 五
第 条 二 条
三 の 万 の

譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
所
得
を

渡 条 条 十 和 二
所 の 第 七 二 第
得 十 二 条 十 一
の 第 項 の 三 項
金 一 の 二 年 中
額 項 規 の 法 「
及 に 定 三 律 租
び 規 に 第 第 税
雑 定 該 一 二 特
所 す 当 項 十 別
得 る す に 五 措
」 株 る お 号

の る の の「
所 二 。 規 適
得 、 定 用
割 第 の が
の 二 適 あ
額 十 用 る
及 八 に 場
び 条 つ 合
附 、 い に
則 附 て は
第 則 は 、
十 第 、 次

六 百 一 一 円 一
」 分 項 項 項
を の 中 第 第

三 二 一「 「
百 」 第 号 号
分 を 三 ロ 中
の 項 中「 「
二 百 に 百「
」 分 お 百 分
に の い 分 の
改 三 て の 一
め ・ 準 一 ・

十 二 円 二
七 第 第
条 一 一
の 項 項
九 第 第
の 二 一
二 号 号
か ロ 中
ら 中 「
第 百「
三 百 分
十 分 の

有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特

置
を 式 譲 い ） 法

等 渡 て 第 第「
に に 所 同 二 三
係 係 得 じ 条 十る る を 。 第 七譲 譲 除 ） 二 条渡 渡 く を 十 の所 所 。 し 項 十得 得 次 た に 第等 等 項 場 規 二」 を 及 合 定

七 五 同 に
条 条 条 定
第 第 中 め
一 一 る「
項 項 総 と
の 及 所 こ
規 び 得 ろ
定 附 金 に
に 則 額 よ
よ 第 」 る
る 五 と 。

、 六 用 ・ 三
同 」 す 六 」
条 に る 」 を
第 改 附 を 「
三 め 則 百「
項 、 第 百 分
を 同 十 分 の
次 条 五 の 一
の 第 条 二 ・
よ 二 第 」 六
う 項 二 に 」

七 の 一
条 一 ・
の ・ 三
九 六 」
の 」 を
四 を 「
ま 百「
で 百 分
」 分 の
に の 一
改 二 ・

定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に

項に 有 び に す に、 す 第 は る 規る 三 、 有「 定以 場 項 当 価 す下 合 に 該 証 るこ に お 株 券
株の は い 式 先
式項 、 て 等 物
等及 当 の 取「

び 該 株 譲 引 （
以第 株 式 渡 の

県 条 あ
民 の る
税 四 の
の 第 は
所 一 、
得 項 「
割 の 総
の 規 所
額 定 得
」 の 金
と 適 額

に 中 項 改 に
改 第 め 改「
め 百 一 る め
る 分 号 。 、
。 の 」 同

三 を 項
」 第「
を 第 二

三 号「
百 項 イ
分 第 を

め 」 六
る に 」
。 改 に

め 改
、 め
同 、
条 同
第 項
三 第
項 二
中 号

係
る
所
得
の
金
額
（
第
二
十

下五 式 等 に 方
こ項 等 に よ 法
の並 に 係 る に
項び 係 る 事 よ
にに る 譲 業 り
お」 譲 渡 所 行
いを 渡 所 得 う
て所 得 、 も「

当 得 等 譲 の 「
株該 等 」 渡 を
式県 」 と 所 除

す 用 、
る に 附
。 つ 則

い 第
て 十
は 七
、 条
こ 第
れ 一
ら 項
の に

の 一 次
三 号 の
・ 」 よ
六 に う
」 改 に
に め 改
、 、 め

る「 「
あ 規 。
る 定
の に

イ「
、 を
第 次
三 の
十 よ
七 う
条 に
の 改
九 め
の る
二 。

五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

等民 に い 得 く
」税 、 う 及 。
との 。 び 以「
い所 の ） 雑 下
う得 譲 」 所 こ
。割 渡 を 得 の
）の に 項「 （
の納 係 租 租 、
譲税 る 税 税 次

義 事 特 特 条 渡

規 規
定 定
中 す

る「
所 短
得 期
割 譲
の 渡
額 所
」 得

は よ
」 り
を 」

の「
あ 下
る に
の 「
は 読
、 み
」 替

又
は
第
三
十
七
条
の
九
の

一
二
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第
五 附
条 則
の 第
四 十
第 七
一 条
項 の

を ２「
削 第 附 附
る 二 前 則則
。 十 項 第第

八 の 十十
条 場 七七
及 合 条条
び に のの

の 第「
二 附 附 附 附 二
の 則 則 則 則 十
三 第 第 第 第 項
第 十 十 十 十 に
一 七 七 七 七 規
項 条 条 条 条 定
」 の の の の す

三 第 同「
附 号 あ 七 項
則 を る 項 」
第 削 の 第 に
十 り は 二 改
七 、 」 号 め
条 同 を 中 、
の 項 同「 「

所 前 一 り「
得 項 そ 同号
等 」 の 条」
に を 他 第に
係 施 五改「
る 及 行 項め
収 び 令 の、
入 租 で 規「

」 四
に の
改 三
め 第
、 二
同 項
項 第
第 二
三 号
号 中
を 「
削 第

附 お 三四
則 い の第
第 て 二一
五 、 第項
条 第 二中
第 三 項「
一 十 を規
項 九 次定
」 条 のに
を の よよ

十 うり「
第 八 に

に 三 二 二 二 る
改 第 の 第 の 有
め 四 四 七 三 価
る 項 第 項 第 証
。 中 二 」 一 券

項 を 項 先「
第 中 中 物「
六 附 取「 「
項 第 則 同 引
」 六 第 条 の
を 項 十 第 方

」 七 七 法

二 を あ 第 条
の 同 る 二 第
二 条 の 十 三
第 第 は 八 項
一 四 、 条 を
項 項 」 及 削
中 と に び り

す 改 附 、「
発 る め 則 同
生 。 、 第 条
し 五 第「
た と 条 四

金 税 定 定規
額 特 め の定
と 別 る 適に
み 措 事 用よ
な 置 由 をり
さ 法 に 受」
れ 第 よ けの
る 三 り な下
金 十 交 いに
額 七 付 も「
に 条 を の読
相 の 受 を

り 二
、 十
同 八
条 条
第 及
三 び
項 附
中 則

第「
百 五
分 条

」
二 第 改の
十 三 め下
七 項 るに条 の 。「の 規読二 定み、 の替第 適え二 用て十 に」八 つ

「
第 を 条 項 に
三 の 第 よ「
項 第 二 一 り
」 三 第 号 行
に 項 四 」 う
、 」 項 を も

に 」 の「 「
金 、 に 同 を
額 改 条 除「
。 金 め 第 く
」 額 る 四 。

こ 、 第 項
と 第 一 中
は 二 項 「
当 十 」 第
該 八 を 二
特 条 項「
定 中 第 」
管 二 を「
理 第 十 「
株 二 七 前
式 十 条 項

み
当 十 け 除替
す 第 る くえ
る 四 施 。て部 項 行 ）」分 に 令 ををに 規 で 除加限 定 定 外える す め し、。 る る て「） 支 金 算百は 払 額 定

の 第
三 一
十 項
二 」

を（
同 「
日 第
ま 二
で 十
に 七
支 条

を条 い加、 てえ附 は、則 、
第 同「

百五 項分条 中の第 「
一一 百
・項 分
六及 の

と 。 。 項 以
、 」 第 下
附 と 一 こ
則 、 号 の
第 前 」 項
十 条 に 及
七 第 、 び
条 一 次「
の 項 百 条
二 」 分 第
の を の 一

の 五 の 」
譲 条 二 に
渡 第 、 改
」 六 第 め
の 項 二 、
下 」 十 同
に と 八 項

あ 条 を「
る 、 同（

証 の 附 条
券 は 則 第

分、 わ 」 すの前 れ を る一項 る 加 も・に 金 え の六規 額 、 と」定 す（ 「 をす 同 は る
る 項 、 。「

百株 の 株 以
分式 規 式 下
の等 定 等 こ

払 の
を 二
受 、
け 第
る 二
べ 十
き 八
も 条
の 、
に 附
あ 則

」び 五
を附 」

則 と「
百第 あ
分五 る
の条 の
二の は
」四 、
に第 「
改一 百
め項 分

三 一 項「
第 金 」 に
一 額 を お
項 と い「
」 し 百 て
を 、 分 同

」 の じ「
金 と 一 。
額 、 ・ ）
と 前 二 」
し 条 」 を

取 第 三「
引 附 五 項
法 則 条 と

第 第 し（
昭 十 一 、
和 七 項 同
二 条 及 条
十 の び 第
三 二 附 五
年 第 則 項
法 六 第 及

二に に に の
」係 よ 係 項
にる り る 及
改譲 同 譲 び
め渡 条 渡 」
、所 第 所 に
同得 一 得 、
条等 項 等 「
第に に に 第
二係 規 係 七
項る 定 る 項

つ 第
て 五
は 条
、 第
三 一

一 分 項
三 の 及

一 び
） 附
」 則

、」 の
同に 三
条改 」
第め と
二、 す
項同 る
第項 。
二第
号三

号 中

、 第 に 加
」 一 改 え
と 項 め る
、 」 、 。
附 に 同
則 改 条
第 め 第
十 る 二
七 。 項
条 中

律 項 五 び
第 」 条 第
二 」 の 六
十 を 四 項
五 削 第 を
号 り 一 削
） 、 項 り
第 同 」 、
二 項 に 同
条 第 、 条

中収 す 収 第
入 る 入 一「

除金 株 金 号
く額 式 額 」
。と 等 と を
）み に み 「
」な 係 な 第
のし る し 四
下て 譲 て 項

、 渡 、 に 第
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う
。
以
下
こ
の
項
に

３ ２
お に 第 五
い 改 つ 一 条 第
て 正 い 項 第 二
同 後 て 並 一 条
じ の は び 項 の
。 条 、 に 、 規
） 例 第 第 第 定
に の 六 十 十 に

（
県 五 四 三
民 第
税 第 三 第 第
に 二 項 二 二
関 条 の 条 条
す 中 改 中 中
る 第 正 第 第
経 八 規 二 二

１ （
二 一 施

限 十 こ 行
る 七 第 第 の 期
。 条 二 一 条 日
） の 条 条 例 ）
並 二 中 の は
び 第 第 規 、
に 二 三 定 平

び を
別 附 附 「

附 表 則 則 五
を 第 第 分

則 削 十 五 の
る 七 条 二
。 条 第 」

の 一 に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
分
離

関 規 項 七 五 よ
す 定 に 条 条 る
る 中 定 の 第 改
部 分 め 四 一 正
分 離 る 第 項 後
は 課 も 一 、 の
、 税 の 項 第 山
平 に を の 十 口
成 係 除 規 五 県
十 る き 定 条 税
九 所 、 は の 賦
年 得 な 、 二 課

過 十 定 十 十
措 四 並 八 六
置 条 び 条 条
） 第 に の 第

一 附 改 一
項 則 正 項
第 第 規 の
三 五 定 改
号 項 正（
イ 及 規「

び 百 定
の 第 分 及

別 項 十 成
表 の 三 公 十
を 改 条 布 九
削 正 の の 年
る 規 四 日 四
改 定 及 月
正 び 一（
規 附 日「
定 除 則 か
並 く 第 ら
び 。 六 施
に ） 条 行

五 項 、
を 」 「
削 を 百
る 分「
。 第 の

二 一
十 ・
七 六
条 」
の を
二 「
、 百

課
税
に
係
る
所
得
割
に
つ
い

一 割 お 平 第 徴
月 従 成 一 収（
一 改 前 十 項 条
日 正 の 九 、 例
以 後 例 年 第 （
後 の に 度 十 以
に 条 よ 以 六 下
支 例 る 後 条 「
払 第 。 の 第 改
う 三 年 一 正
べ 十 度 項 後

改 九 の び
正 項 三 附
規 の 十 則
定 規 二 第

定 」 四
道 を 項
路 平 の「
運 成 五 規
送 二 分 定
法 十 の
等 年 二 平

附 」 の す
則 の 改 る
第 下 正 。
三 に 規 た
項 定 だ「
の そ 、 し
規 の 附 、
定 他 則 次

施 第 の
平 行 六 各
成 令 条 号

第 分
二 の
十 二
八 」
条 に
、 、
附 「
則 百
第 分
五 の
条 一

て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
払

き 三 分 、 の
退 条 の 第 条
職 の 個 十 例
手 二 人 七 」
当 の の 条 と
等 規 県 第 い

定 民 一 う（
改 に 税 項 。
正 よ に 及 ）
後 っ つ び 第
の て い 第 二

の 四 」 成
一 月 に 二
部 一 改 十
を 日 め 年
改 る 一
正 部 月
す 分 一
る に 日
法 限
律 る

。

十 で の に
九 定 二 掲
年 め を げ
一 る 削 る
月 事 り 規
一 由 、 定
日 に 附 は

よ 則 、
り 第 当
交 六 該
付 条 各

第 ）
一 」
項 を
及 「
び 百
附 分
則 の
第 一
五 ・
条 二
の ）

う
べ
き
退
職
手
当
等
に
係
る

条 課 て 二 十
例 す 適 項 七
第 る 用 、 条
三 所 し 第 第
十 得 、 十 一
三 割 平 七 項
条 を 成 条 及
の い 十 の び
二 う 八 二 第
に 。 年 第 二
規 以 度 一 十

（
平 ）
成 並
十 び
八 に
年 附
法 則
律 第
第 五
四 条
十 の
号 二

を の 号
受 三 に
け を 定
る 附 め
施 則 る
行 第 日
令 六 か
で 条 ら
定 の 施
め 二 行
る と す

四 」
第 に
一 改
項 め
」 、
に 同
改 条
め 第
、 五
同 項
項 第

分
離
課
税
に
係
る
所
得
割

定 下 分 項 七
す こ ま 、 条
る の で 第 の
退 項 の 十 二
職 及 個 七 並
手 び 人 条 び
当 第 の の に
等 十 県 二 附
を 項 民 の 則
い に 税 三 第

） 及
の び
施 第
行 十
の 七
日 条

の
四
の
三

金 す る
額 る 。
」 改
を 正
加 規
え 定
る 、
部 附
分 則
に 第

第 二
三 号
号 中
を 「
削 第
る 二
。 十

八
条
及

一
四
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則 に
第 規
十 定
七 す
条 る
の 課
四 税
第 短

人 金 の 人
の 額 条 平 の
県 」 例 成 県
民 と 第 十 民
税 い 二 九 税
に う 十 年 に
係 。 七 度 つ
る ） 条 分 い

９ ８
年 項 で 第

改 度 第 改 に 一
正 ま 三 正 市 項
後 で 号 後 町 第
の に の の に 三
条 市 四 条 対 号
例 町 に 例 し の
附 に 掲 第 交 三

７ ６
年 よ 十
法 改 る 八 改
律 正 。 年 正
第 後 度 後
七 の 以 の
号 条 前 条
） 例 の 例
第 第 年 第

５ ４
て に に
は 改 つ 改 つ
、 正 い 正 い
な 後 て 後 て
お の は の は
従 条 、 条 、
前 例 な 例 な
の 第 お 第 お

一 期
項 譲
に 渡
規 所
定 得
す 金
る 額
先 、
物 改
取 正
引 後
に の

合 が 第 の て
計 、 二 個 は
課 改 項 人 、
税 正 に の な
所 後 規 県 お
得 の 定 民 従
金 条 す 税 前
額 例 る に の
、 第 課 限 例
改 二 税 り に
正 十 総 、 よ
後 七 所 当 る

則 対 げ 三 付 に
第 し る 十 す 掲
十 交 株 九 る げ
七 付 式 条 市 る
条 す 等 の 町 配
の る 譲 二 交 当
四 市 渡 十 付 割
の 町 所 の 金 を
三 交 得 規 に い
第 付 割 定 つ う
三 金 を は い 。
項 に い 、 て ）

一 三 度 三
条 十 分 十
の 九 の 三
規 条 個 条
定 の 人 第
に 十 の 一
よ 四 県 項
る の 民 第
改 規 税 一
正 定 号（
後 は 同 の
の 、 年 規

例 二 従 二 従
に 十 前 十 前
よ 八 の 六 の
る 条 例 条 例
。 の に 第 に

規 よ 一 よ
定 る 項 る
は 。 の 。
、 規
平 定
成 は
二 、

係 条
る 例
課 附
税 則
雑 第
所 十
得 七
等 条
の の
金 二
額 第

の 条 得 該 。
条 の 金 県
例 二 額 民
附 第 、 税
則 一 課 の
第 号 税 所
十 イ 退 得
五 又 職 割
条 は 所 の
第 第 得 納
一 二 金 税

の つ う 平 は に
規 い 。 成 、 係
定 て ） 十 な る
は は に 九 お 交
、 、 係 年 従 付
平 な る 度 前 金
成 お 交 以 の （
二 従 付 後 例 以
十 前 金 に に 下
年 の 市 よ こ（
度 例 以 町 る の

地 平 度 定
方 成 以 は
税 十 前 、
法 九 に 平

年 お 成（
昭 度 い 十
和 以 て 九
二 後 賦 年
十 に 課 度
五 市 決 に
年 町 定 お

十 平
年 成
度 二
以 十
後 年
の 度
年 以
度 後
分 の
の 年
個 度

並 一
び 項
に に
改 規
正 定
後 す
の る
条 株
例 式
附 等
則 に

項 号 額 義
に イ 及 務
規 に び 者
定 掲 課 の
す げ 税 う
る る 山 ち
課 金 林 、
税 額 所 当
長 を 得 該
期 超 金 納
譲 え 額 税

以 に 下 に 。 項
後 よ こ 対 に
の る の し お
年 。 項 交 い
度 に 付 て
分 お す 「
の い べ 市
個 て き 町
人 株 交「
の 市 式 付
県 町 等 金

法 に を い
律 対 さ て
第 し れ 賦
二 交 た 課
百 付 も 決
二 す の 定
十 べ に を
六 き 限 さ
号 配 る れ
。 当 。 た
以 割 ） 個

人 分
の の
県 個
民 人
税 の
に 県
つ 民
い 税
て に
適 つ
用 い

第 係
十 る
七 課
条 税
の 譲
四 渡
の 所
三 得
第 等
一 の
項 金

渡 、 の 義
所 か 合 務
得 つ 計 者
金 、 額 の
額 当 同（
、 該 以 年
改 納 下 度
正 税 こ 分
後 義 の の
の 務 項 個
条 者 に 人

民 交 譲 」
税 付 渡 と
に 金 所 い
つ 」 得 う
い と 割 。
て い ）（
適 う 改 に
用 。 正 つ
し ） 後 い
、 に の て
平 つ 地 適

下 に 人（
地 係 の「

改 方 る 県
正 税 徴 民
後 法 収 税
の 等 取 に
地 の 扱 係
方 一 費 る
税 部 に 徴
法 を つ 収
」 改 い 取

し て
、 適
平 用
成 し
十 、
九 平
年 成
度 十
分 九
ま 年
で 度

に 額
規 及
定 び
す 改
る 正

一 条 後
五 約 の

適 条
用 例
利 附

例 の お の
附 平 い 県
則 成 て 民
第 二 税「
十 十 合 に
七 年 計 係
条 度 課 る
第 分 税 改
一 の 所 正
項 個 得 後

成 い 方 用
十 て 税 し
九 適 法 、
年 用 第 平
度 し 二 成
分 、 十 十
ま 平 三 八
で 成 条 年
の 十 第 度
個 八 一 ま

と 正 て 扱
い す は 費
う る 、 か
。 法 な ら
） 律 お 適
第 従 用（
二 平 前 し
十 成 の 、
三 十 例 平
条 八 に 成

の 分
個 ま
人 で
の の
県 個
民 人
税 の
に 県
つ 民
い 税
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る
計
算
期
間
に
係
る

（
事 て 規 の

改 業 、 定 第 額
正 税 総 の 十 」
後 に 務 適 項 と
の 関 省 用 の す
条 す 令 を 規 る
例 る で 受 定 。
第 経 定 け は

く に の
。 適 山 は関
） 用 口 課す
の に 県 税る
額 つ 税 山部
」 い 賦 林分
と て 課 所（
あ は 徴 得改

二 一 離 改 か
額 課 正 ら

当 を 当 税 後 同
該 控 該 に の 号
納 除 納 係 条 に
税 し 税 る 例 掲
義 た 義 所 の げ
務 金 務 得 規 る

成 る の 及 子
十 金 条 び 等
八 額 例 改 の
年 を 第 正 額
法 超 二 後 （
律 え 十 の 同
第 な 六 条 条
七 い 条 例 第

法
人
の
事
業
税
並
び
に
同
日
以

四 過 め る 、
十 措 る こ 同
四 置 と と 項
条 ） こ と に
及 ろ な 規
び に っ 定
附 よ た す
則 り 者 る
第 、 に 県
七 同 つ 民
条 項 い 税
の の て の

る 、 収 金正
の 同 条 額後
は 項 例 にの

中 の つ条「
山 一 き例 「
口 零 部 第第県 と を 二二税 す 改 条十賦 る 正 の八課 。 す 規条徴 ） る 定の収 ） 条 に

者 額 者 割 定 金
の の を 中 額
平 平 除 所 か
成 成 く 得 ら
十 十 。 割 同
九 九 ） に 項
年 年 の 関 第
度 度 額 す 一
分 分 か る 号
の の ら 部 に
個 改 減 分 掲
人 正 額 げ

号 も の 附 二
） の 規 則 項
附 に 定 第 第
則 つ の 十 一
第 い 適 七 号
十 て 用 条 の
二 は が の 規
条 、 あ 四 定
第 第 る の に
一 一 場 三 よ
項 号 合 第 り
第 に に 三 読

後
の
解
散
に
よ
る
清
算
所
得

規 規 は 所
定 定 、 得
は の 当 割
、 適 該 の
平 用 適 納
成 を 用 税
十 受 を 義
九 け 受 務
年 よ け 者
四 う る か
月 と こ ら

規条 」 例 よ
定例 と る（
をの あ 平 改
除一 る 成 正
く部 の 十 前
。を は 七 の
）改 年 山「
を正 零 山 口
適す と 口 県
用る す 県 税
し条 る 条 賦

（
の 後 す 改 る
県 の る 正 金
民 条 も 後 額
税 例 の の を
に 第 と 条 控
係 二 す 例 除
る 十 る 第 し
改 七 。 二 た
正 条 十 金
後 の 八 額
の 規 条 を

一 掲 は 項 み
号 げ 、 に 替
に る そ 規 え
掲 金 の 定 て
げ 額 適 す 適
る か 用 る 用
金 ら 後 条 さ
額 第 の 約 れ
が 二 金 適 る
同 号 額 用 改
項 に ） 配 正

に
対
す
る
事
業
税
に
つ
い
て

一 す と 、
日 る と 平
以 旨 な 成
後 の っ 二
に 申 た 十
開 告 日 年
始 が か 七
す さ ら 月
る れ 一 一
事 た 月 日
業 場 を か

た例 。 例 課
場 ） 第 徴（

平 ） 五 収合
成 の 十 条に
十 三 六 例お
七 分 号 第け
年 の ） 二る
山 二 附 十当
口 に 則 七該
県 相 第 条納
条 当 五 第

条 定 の 差
例 に 規 し
第 よ 定 引
二 る を い
十 所 除 た
七 得 く 金
条 割 。 額
第 の ） （
二 額 を 当
項 か 適 該
に ら 用 金

第 掲 の 当 後
二 げ 合 等 の
号 る 計 の 条
に 金 額 額 例
掲 額 が 第（
げ を 、 同 二
る 控 改 条 十
金 除 正 第 六
額 し 後 五 条
に て の 項 の
満 得 条 第 規

適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し

年 合 経 ら
度 に 過 同
に 限 し 月
係 り た 三
る 、 日 十
法 適 の 一
人 用 前 日
の す 日 （
事 る ） 同
業 も ま 月
税 の で 一

税
例 す 項 一義
第 る の 項務五 金 規 の者十 額 定 規の六 」 の 定所号 と 適 を得） 、 用 適割附 が 用「
則 改 あ し（

分第 正 る て
離五 後 場 計

規 改 し 額
定 正 た が
す 後 場 零
る の 合 を
課 条 に 下
税 例 お 回
総 第 け る
所 二 る 場
得 十 当 合
金 七 該 に
額 条 納 は

た た 例 一 定
な 金 第 号 の
い 額 二 の 適
場 十 規 用（
合 地 七 定 が
に 方 条 に あ
お 税 の よ る
い 法 二 り 場
て 等 第 読 合
は の 一 み に
、 一 号 替 は

た
事
業
年
度
に
係
る
法
人

及 と の 日
び す 間 以
同 る に 後
日 。 、 に
以 市 お
後 町 い
に 長 て
開 に 同
始 対 項
す し の

課項 の 合 算
税の 条 に し
に規 例 お た
係定 の け 所
るに 規 る 得
所よ 定 前 割
得る 中 項 の
割所 所 の 額
を得 得 規

割 除 割 定

、 の 税 、
課 二 義 零
税 の 務 と
退 規 者 す
職 定 の る
所 に 所 。
得 よ 得 ）
金 る 割 ）
額 控 を（
又 除 分 、

当 部 イ え 、
該 を 又 て そ
控 改 は 適 の
除 正 第 用 適
し す 二 さ 用
て る 号 れ 後
得 法 イ る の
た 律 に 改 金
金 掲 正 額（
額 平 げ 後 ）

一
六
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別 山
表 口
第 県
一 使
の 用
５ 料
の 手
表 数

山
口 山
県 平 口

山 条 成 県
口 例 十 使
県 第 八 用
使 四 年 料
用 十 七 手
料 二 月 数

こ 第 過
の 六 疎
条 附 条 地 過
例 第 域 疎
は 則 二 等 地
、 号 に 域
公 中 お 等
布 け に「

山
口 過
県 平 疎
条 成 地
例 十 域
第 八 等
四 年 に
十 七 お
一 月 け

（
山 よ の

附 山 口 る 事
則 口 県 。 業
第 県 税 税
五 税 賦 及
項 賦 課 び
中 課 徴 同

徴 収 日「
四 料
の 条
二 例
の （
項 昭
中 和

三「
合 十
算 一
し 年
た 山
額 口

手 号 十 料
数 一 条
料 日 例
条 の
例 一
の 部
一 を
部 改
を 正
改 す
正 る
す 条

の 平 る お
日 成 県 け
か 十 税 る
ら 八 の 県
施 年 特 税
行 三 例 の
す 月 に 特
る 三 関 例
。 十 す に

一 る 関
日 条 す
」 例 る

号 十 る
一 県
日 税

の
特
例
に
関
す
る
条
例

前 収 条 前
条 条 例 に
」 例 の 開
を の 一 始

一 部 し「
前 部 を た
二 を 改 計
条 改 正 算
」 正 す 期
に す る 間
改 る 条 に
め 条 例 係

」 県
の 条
下 例
に 第

一「
又 号
は ）
児 の
童 一
福 部
祉 を

る 例
条 を
例 こ

こ
に
公
布
す
る
。

を 条（
昭 例「

平 和 の
成 三 一
二 十 部
十 九 を
年 年 改
三 山 正
月 口 す
三 県 る
十 条 条

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

る 例 の る
。 一 法（

平 部 人
成 改 の
十 正 事
七 ） 業
年 税
山 並
口 び
県 に
条 同

法 次
第 の
二 よ
十 う
四 に
条 改
の 正
二 す
第 る
一 。
項

一 例 例
日 第
」 五
に 十
改 九
め 号
る ）
。 の

一
部
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

例 日
第 前
五 の
十 解
六 散
号 に
） よ
の る
一 清
部 算
を 所

の
特
定
費
用
の
額
と
同
条
第

山
口
県
知
事

二

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

山
口
県
知
事

二

次 得
の に
よ 対
う す
に る
改 事
正 業
す 税
る に
。 つ

い
二
項
に
規
定

一 す
七 る

費
用
の

井

関

成

井

関

成

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
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別
表
第
一
の
８
の
表

費 十 七 支 額
用 五 条 援 と
の 条 の 法 を
」 の 十 第 合
に 十 第 二 算
改 一 一 十 し
め 第 項 九 た
る 一 」 条 額
。 項 を 第 」

事宅
地
造
成
に

三
十
一
の
項
を
次
の

よ よ
る宅 う
宅地 に
地造 改

」 一 を「
を 障 項 加

害 」 え「
障 者 に 、
害 自 、 同
者 立 表「
自 支 同 四
立 援 条 の
支 法 第 三
援 第 二 の
法 二 項 項
第 十 第 中関

す
る
工

平面 平面 平
方積 方積 方
メが メが メ
ー一 ー五 ー
ト万 ト千 ト
ル平 ル平 ル

面 方面 方面
積 メ積 メ積
が ーが ーが
二 ト千 ト五
千 ル平 ル百
平 未方 未平

造成 め
成等 る
に規 。
関制
す法のい 切（ る（もう以土 工昭の。下又） 事和こはが の三の盛五 許十項土百 可六

二 九 一 「
十 条 号 身
九 第 に 体
条 一 掲 障
第 項 げ 害
一 」 る 者
項 に 」 福
」 改 を 祉
に め 法「
、 、 同 （

同 法 昭未方 未方 未
満メ 満メ 満
のー のー の
もト もト も

一のル 一のル 一の
件 以 件 以 件
に 上 に 上 に

二 一つ つ つ
き 万 き 万 き

方 満メ 満方
メ のー のメ
ー もト もー
ト のル のト
ル 一 以 一 ル 一
以 件 上 件 以 件
上 に 二 に 上 に
五 千 千つ つ つ
千 き 平 き 平 き

にを平 年おす方 法いるメ 律て土ー 第地ト「 百面のル 九積面未 十」積満 一と 号
）
第

「
同 表 附 和
条 四 則 二
第 の 第 十
二 四 二 四
項 の 十 年
第 項 一 法
一 中 条 律
号 第 第「
に 知 二 二
掲 的 項 百
げ 障 に 八

六 四
十 万 万
一 七 七
万 千 千
円 円 円

三 二
万 万
千 千
円 円

八
条
第
一
項一 の万 規二 定千 に円

る 害 規 十
」 者 定 三
を 福 す 号

祉 る ）「
同 法 費 第
法 用 十（
附 昭 の 七
則 和 」 条
第 三 に の
二 十 、 十
十 五 第「
一 年 身 一
条 法 体 項
第 律 障 」
二 第 害 を
項 三 者 「
に 十 福 障
規 七 祉 害
定 号 法 者
す ） 第 自
る 第 十 立

一
八
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一

すの
る許
事可
務に
関

三
十
関宅
す地
る造
工成
事に

可事宅
の地
計造
画成
のに

手
数
料

の
変宅
更地
の造

事宅
許地
可造
申成
請工

変関
更す
のる
許工

許成
可等
規
制
法 の面 平面第 積 方積十 が メが二 十 ー七条 万 ト万第 平 ル平一

平面 平面
方積 方積
メが メが
ー四 ー二
ト万 ト万
ル平 ル平

一
件
に
つ
き

は十額次

方 未方項 メ 満メの ー のー規 ト もト定 一 ル 一のルに 件 以 件 以よ に 上 に 上る の 十つ つ宅 き も き 万地
造
成

未方 未方
満メ 満メ
のー のー
もト もト

一のル 一のル
件 以 件 以
に 上 に 上

七 四つ つ
き 万 き 万

の
例
に
よ
り
算
定
し
た

イ
加変 一算にて少前場規
し更面を定応はをの合定
たに積乗しじ減伴面にす
面つのじた 少う積ある
積い増て額の後場、つ変
にて加得に例の合面て更
応はをた十に面に積はを
じ、伴額分よ積あの変伴
増う のり）つ減更う

ア、 。に二
い場 工 四 た掲万（
て合イ 宅十 だげ事 円
はをの 地二 しるの を、除み 造万 、額設 超面くに 成円 そを計 え積。該 に の合

の る）当 関 額算（
変 とイにす す がし

につる更る き四た

に
関
す
る
工 四 三事 十 十の 二 四計 万 万画 円 円

二
十 十
五 七
万 万
円 円

一
九
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旅
館
業
に
係
る
営
業

こ 第 一
の 十
条 附 一 ろ
例 条 う
は 則 第 あ
、 一 児
平 号 の
成 中 入

第 第 一 第 児
七 三 三 童
条 条 知 条 福 児
第 第 的 第 祉 童
一 五 障 一 施 福
号 号 害 号 設 祉
を 中 の を 条 施
次 あ 次 例 設「

山
口 児
県 平 童
条 成 福
例 十 祉
第 八 施
四 年 設
十 七 条
三 月 例

法
律 こ

の（
平 条 附
成 例
十 は 則
八 、
年 平
法 成

施
設
の
設
置
基
準
等
を
定
め
る

十 所「
八 措 及
年 置 び
十 を そ
月 受 の
一 け 保
日 た 護
か 」 に
ら を 関
施 削 す
行 り る
す 、 こ

の 措 る の 条（
よ 置 児 よ 昭 例
う 」 童 う 和 の
に の に 三 一（
改 下 以 改 十 部
め に 下 め 九 を
る る 年 改「 「
。 知 。 山 正（

法 的 口 す
第 障 県 る
二 害 条 条
十 児 例 例

号 十 の
一 一
日 部

を
改
正
す
る
条
例
を
こ

律 十
第 八
三 年
十 十
号 月
） 一
の 日
施 か
行 ら
の 施
日 行
か す

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

る と「
。 の 。

児
童
」
を
「
の
あ
る
児

七 」 第
条 と 二
第 い 十
一 う 六
項 。 号
第 ） ）
三 の の
号 入 一
の 所 部
措 及 を
置 び 次

こ
に
公
布
す
る
。

ら る
施 。
行 た
す だ
る し
。 、

別
表
第
一
の

例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

童
」
に
、
「
保
護
」
を
「
入

を そ の
い の よ
う 保 う
。 護 に
以 に 改
下 関 正
同 す す
じ る る
。 こ 。
） と
」 。

８
の
表
三
十
一
の
項
の
改
正

所
及
び
そ
の
保
護
」
に
改
め

を
加
え
る
。

山
口
県
知
事

二

ウ規 い 額定 てそは はの、 、他宅 一の地 万変造 円更成 に等 つ規
制

る
。 井

関

成

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

二
〇



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

岩「
三 屋
隅 三
中
」 四
に 百
改 二
め 十
、 五

四 に 百 代 十
百 改 八 」 八
二 め 十 に 番
十 、 二 改 」
五 同 番 め を
番 条 」 、 「
」 第 に 同 長
を 九 改 条 野

号 め 第 字「

山
第 水 口
五 質 県 平
条 汚 水 条 成
第 濁 質 例 十
一 防 汚 第 八
号 止 濁 四 年
中 法 防 十 七

第 止 五 月「

水 こ 第
質 の 二
汚 条 附 条
濁 例 第
防 は 則 一
止 、 項
法 平 中
第 成 「

山
旅 口
館 県 平
業 旅 条 成
に 館 例 十
係 業 第 八
る に 四 年
営 係 十 七
業 る 四 月

同 番
条 」
第 に
十 、
四 「
号 吉
中 敷

郡「
大 阿
字 知
三 須
隅 町

同 中 、 三 長
市 同 号 野「
秋 吉 条 中 尻
穂 敷 第 千「
二 郡 五 大 五
島 秋 号 字 百
字 穂 中 神 二
沖 町 代 十「
岩 東 二 」 八
屋 字 千 を 番
三 花 百 の「

香 十 神

大 三 法 号 十
字 条 第 一
長 第 三 日
野 三 条
字 項 第
小 の 三
泊 規 項
千 定 の
五 に 規
百 基 定
二 づ に
十 く 基

三 十 第
条 八 七
第 年 条
三 十 」
項 月 を
の 一 「
規 日 第
定 か 七
に ら 条
基 施 第
づ 行 一
く す 項

施 営 号 十
設 業 一
の 施 日
設 設
置 の
基 設
準 置
等 基
を 準
定 等
め を
る 定

中 」
」 を
を 「

同「
三 市
隅 阿
中 知
」 須
に 」
、 に

改

四四 山 九 代 」百 七 番 」 に二 百 」 に 、十 七 を 、 「五 十 大「 「
番 番 五 大 字」 」 百 字 神に を 七 阿 代改 十 月「 」め 山 六 」 を、 口 番 を

八 排 づ
番 水 く
」 基 排
を 準 水

を 基「
長 定 準
野 め を
字 る 定
長 条 め
野 例 る
尻 条

排 る 」
水 。 に
基 改
準 め
を る
定 。
め
る
条
例
の

条 め
例 る

条（
昭 例
和 の
三 一
十 部
三 を
年 改
山 正
口 す「

七 め
百 、
十 同
六 条
番 第
の 十
二 三
十 号
四 中
」 「
を 大

同 市 の 「「 神条 秋 三 阿 代第 穂 十 月 」十 東 」 」 に号 字 に に 、中 花 改 、
香 め 「「 「

十大 七 、 十
番字 百 同 番
の秋 七 条 の
一穂 十 第 一

（
千 昭 例
五 和 の
百 四 一
二 十 部
十 七 を
八 年 改
番 山 正
の 口 す
四 県 る
」 条 条
に 例 例

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ

県 る
条 条
例 例
第
二
号
）
の
一
部
を

字「
七 日
百 置
十 上
六 」
番 を
の 「
十 日
六 置
」 上
に 」

」二 五 八 」
を島 番 号 を

字 の 中 「「
八沖 四 八「
番岩 」 吉 番
の屋 に 敷 の
三四 、 郡 三
」百 秋 」「
に二 山 穂 に
、十 口 町 、

五 市 東 「

改 第 山
め 五 口、 号
同 ） 県
条 の 知第 一
二 部 事
号 を
中 次

の 二「
大 よ

こ
に
公
布
す
る
。

次 山
の 口よ
う 県
に 知改
正 事
す
る
。 二

改 に
め 、
る 「
。 大

字
二 三
一 隅

中
」
を

「
字番 大 」 八
あ」 字 を 百
じを 秋 八「
ろ穂 山 十「
」秋 二 口 一
を穂 島 市 番

二 字 秋 」 「
字島 沖 穂 を
東字 岩 東 「

沖 屋 」 八 網

字 う
長 に 井
野 改
字 正
小 す 関
泊 る
千 。
五 成
百
二

井

関

成



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

第 （
こ 三 公
の 第 条 益 第
条 附 十 法 十
例 一 公 人 一
は 則 条 益 等 条
、 中 法 へ の
公 人 の 二「
布 又 等 職 の

第 （
二 下
条 関 第 第 第

漁 三 二 七
下 港 十 十 条
関 地 一 三 の
漁 方 条 条 見
港 卸 第 第 出
地 売 一 二 し

第 山（
一 山 口

第 条 口 県
三 県 山 条
条 山 卸 口 例
第 口 売 県 第
一 県 市 卸 四
項 卸 場 売 十
第 売 条 市 六

山 こ
平 口 の
成 県 条 附
十 卸 例
八 売 は 則
年 市 、
七 場 公
月 条 布

の は へ 員 見
日 有 の の 出
か 限 職 派 し
ら 会 員 遣 及
施 社 の 等 び
行 」 派 に 同
す を 遣 関 条
る 削 等 す 第
。 る に る 一

。 関 条 項
す 例 中
る の

方 市 項 項 及
卸 場 中 第 び
売 条 二 同「
市 例 営 号 条
場 の 業 及 第
条 一 」 び 一
例 部 を 第 項

改 二 中（ 「
昭 正 事 十 「
和 ） 業 七 営
四 」 条 業
十 に 第 」

二 市 例 場 号
号 場 の 条
及 条 一 例
び 例 部 等
第 改 の（
五 昭 正 一
条 和 ） 部
第 四 を
一 十 改
項 七 正
第 年 す
二 山 る

十 例 の
一 等 日
日 の か

一 ら
部 施
を 行
改 す
正 る
す 。
る
条
例「

条 一 営
例 部 業

改 」（
平 正 を
成 ） 「
十 事
三 業
年 」
山 に
口 改
県 め

八 改 一 を
年 め 項 「
山 る 第 事
口 。 二 業
県 号 」
条 中 に
例 改「
第 資 め
二 本 る
号 」 。
） を

号 口 条
中 県 例

条「
資 例
本 第
」 七
を 号

）「
資 の
本 一
金 部

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

条 る
例 。
第
四
十
四
号
）
の
一
部

の 「
一 資
部 本
を 金
次 」
の に
よ 改
う め
に る
改 。
正

」 を
に 次
改 の
め よ
る う
。 に

改
正
す
る
。

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

す
る
。

山
口
県
知
事

二

井

関

成

二
二



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

第
二
条
の
表
山
口
県

山
警 口
察 県 平
署 警 条 成
の 察 例 十
名 署 第 八
称 の 四 年
、 名 十 七
位 称 八 月

警 こ
察 の 山
署 条 附

口の 例
名 は 則 県
称 、
、 平 立
位 成

青

別 別 山
表 山 表 口
山 山 県口
口 口 立

県県 県 高
立 立 等立
大 久 学周嶺 賀 校

防

山
口 山
県 平 口

山 条 成 県
口 例 十 立
県 第 八 高
立 四 年 等
高 十 七 学
等 七 月 校

岩
国
西
警
察
署
の
項
管
轄
区
域

置 、 号 十
及 位 一
び 置 日
管 及
轄 び
区 管
域 轄
に 区
関 域
す に
る 関
条 す

置 十
及 八 嶺
び 年
管 十 高
轄 一

等区 月
域 一 学
に 日
関 か 校
す ら
る 施
条 行 美

高 高 等
等 等 条大
学 学 例島校 校 （

高の の 昭
項 項 和等
の の 三

学次 次 十
に 校 に 九
次 次 年
の の 山
よ 大 よ 口

学 号 十 等
校 一 条
等 日 例
条 の
例 一
の 部
一 を
部 改
を 正
改 す
正 る
す 条

の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

例 る
条（

昭 例
和 の
二 一
十 部
九 を
年 改
山 正
口 す
県 る

例 す
の る
一 。
部 祢を
改
正
す
る 市
条
例

う う 県島
に に 条郡加 加 例

周え え 第
る る 五防
。 。 十大 一

島 号
町 ）

の
一

る 例
条 を
例 こ

こ
に
公
布
す
る
。

。 条 条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部

例 こ
こ
に
公
布
す
る
。

を 部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

を 山
次 口の
よ 県
う 知に
改 事
正
す
る 二
。

。 山
口
県
知
事

二

二
三

井

関

成

井

関

成



平平平
成成

火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

十十
八八
年年
七七
月月
十十
一一
日日
発印
行刷

こ
の 通東町岩
条 附 、 下国町
例 周 久市獺
は 則 東 原の越
、 町 、う、
公 上 周ち周
布 須 東玖東

発発
行行
人所

山山
口口
県
県知

の 通 町珂町
日 、 用町三
か 周 田、瀬
ら 東 、周川
施 町 周東、
行 東町周す 余 町田東る 地 川尻町。 上、差、周川周東、東町

事庁

定
価
一
箇
月

金
二

周町中
東明山
町見、
西谷周
長、東
野周町
、東上
周町久
東祖原
町生、
下、周千

七
百
円
（
送
料
共
）

須周東

二
四


